
ケース①……福祉型児童発達支援センターの指定の場合

ケース②……児童発達支援事業所（福祉型児童発達支援センターであるものを除く）の指定の場合

ケース③……医療型児童発達支援事業所の指定の場合

ケース④……放課後等デイサービス事業所の指定の場合

ケース⑤……居宅訪問型児童発達支援事業所の指定の場合

ケース⑥……保育所等訪問支援事業所の指定の場合

○変更指定の場合（児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の定員増）

ケース⑦……福祉型児童発達支援センターの変更指定の場合

ケース⑧……児童発達支援事業所（福祉型児童発達支援センターであるものを除く）の変更指定の場合

ケース⑨……放課後等デイサービス事業所の変更指定の場合
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提出書類一覧兼チェックリスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

様式第１号　指定（変更指定）申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  （別紙)　他の法律において既に指定を受けている事業等 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

　付表１　児童発達支援事業所（福祉型児童発達支援センターであるもの
　　　　　に限る）の指定に係る記載事項

○ ○ － － － － － ○ － －

　付表２　児童発達支援事業所（福祉型児童発達支援センターであるもの
　　　　　を除く）の指定に係る記載事項

○ － ○ － － － － － ○ －

　付表３　医療型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項 ○ － － ○ － － － － － －

　付表４　放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項 ○ － － － ○ － － － － ○

　付表５　居宅訪問型児童発達支援事業所の指定に係る記載事項 ○

　付表６　保育所等訪問支援事業所の指定に係る記載事項 ○ － － － － ○ － － －

   付表７その１　障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施
　　　　　　　　する場合の記載事項（総括表）

○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

   付表７その２ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

定款、寄付行為等及び登記簿謄本又は条例等 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

運営規程 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

資産状況（貸借対照表・財産目録等） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

事業計画書及び収支予算書 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

位置図（住宅地図等） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

参考様式１：平面図（各室の用途を明らかにしたもの） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

参考様式２：設備・備品等一覧表（写真・設備の概要） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

参考様式３：経歴書（管理者及び児童発達支援管理責任者） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

参考様式４：苦情解決措置の概要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

参考様式５：勤務体制・形態一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

参考様式６：誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

参考様式６の別紙：役員名簿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

参考様式７：実務経験証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

児童発達支援管理責任者研修修了証（写） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

資格証明書（写）又は任用資格の要件を確認できる書類 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

組織体制図 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

医療法第７条の許可を受けたことを証する書類 － － － ○ － － － － － －

協力医療機関との契約内容がわかるもの － ○ ○ － ○ － － － － －

協力歯科医療機関との契約内容がわかるもの － － － － － － － － － －

利用者負担の受領等に関する保護者向け資料 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

関係法令の適合状況が確認できる書類（建築基準法、消防法等） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

　障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

　（別紙１）勤務形態一覧表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　（別紙２）～（別紙９） ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

※○＝必ず提出する書類　　　△＝該当する場合に提出する書類

指定障害児通所支援事業等の指定等に係る提出書類一覧兼チェックリスト

新たに指定を受ける事業所は、このチェックリストで提出書類を確認の上、リストの順に書類を作成し、提出
してください。


